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１．この目論見書により行う株式 3,000,000 千円(見込額)の募集については、当社

は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を 2024 年 10 月 31 日に関東財

務局長に提出しており、また、同法第７条第１項により有価証券届出書の訂

正届出書を 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月９日、2024 年 12 月 10 日、2024

年 12 月 20 日、2025 年２月５日、2025 年２月 21 日および 2025 年４月１日に

それぞれ関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じており

ません。したがって発行価格等について今後訂正が行われます。 

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

２．この目論見書は、上記の有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書

に記載されている内容のうち、「第四部 特別情報」に記載されている内容

を除いた内容と同一のものであります。 
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【表紙】   

【提出書類】  有価証券届出書(訂正を含む。)  

【提出先】  関東財務局長 

【提出日】 2024年10月31日 有価証券届出書 

2024年11月20日 有価証券届出書の訂正届出書 

2024年12月９日 有価証券届出書の訂正届出書 

2024年12月10日 有価証券届出書の訂正届出書 

2024年12月20日 有価証券届出書の訂正届出書 

2025年２月５日 有価証券届出書の訂正届出書 

2025年２月21日 有価証券届出書の訂正届出書 

2025年４月１日 有価証券届出書の訂正届出書 

【会社名】  株式会社カブ＆ピース 

【英訳名】  KABU&PEACE Inc. 

【代表者の役職氏名】  代表取締役社長 前澤 友作 

【本店の所在の場所】  東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 

【電話番号】  03-4400-6529 

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート部門長 山崎 正貴 

【最寄りの連絡場所】  東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 

【電話番号】  03-4400-6529 

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート部門長 山崎 正貴 

【届出の対象とした募集有価証券の種類】  株式 

【届出の対象とした募集金額】  一般募集 3,000,000,000円

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法

上の払込金額の総額)であります。 

【安定操作に関する事項】  該当事項はありません。 

【縦覧に供する場所】  該当事項はありません。 

 

(※注) 2025年３月５日より、本店所在地および最寄りの連絡場所を変更いたしました。 
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第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

１【新規発行株式】 
 

種類 発行数 内容 

株式会社カブ＆ピース 
カブアンド種類株式 

(以下「カブアンド種類株式」とい
います。) 

600,000,000株 

株主の権利内容において普通株式と異なる種類株式 
カブアンド種類株式に係るその他の内容につきまして
は、後記「摘要(カブアンド種類株式の内容)」をご参照
ください。 

(注) １. 本有価証券届出書によるカブアンド種類株式に係る募集(以下「本募集」といいます。)は、2024年10月22日

開催の当社株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、カブアンド種類株式の発行に必要な定款

変更に係る議案の承認とともに決議されております。 

２. 本有価証券届出書に記載のカブアンド種類株式の発行数600,000,000株は、本株主総会において決議された

カブアンド種類株式の発行数の見込数です。カブアンド種類株式に係る勧誘は本有価証券届出書提出後に行

うため、本有価証券届出書提出日現在では発行数は確定しておりません。また、当該見込数は当社の事業の

計画に基づいて算出した発行数であり、当社の事業の進捗等により、大幅に減少する可能性があります。発

行数および発行価格は、その時点における山田コンサルティンググループ株式会社(以下「本評価機関」と

いいます。)によるカブアンド種類株式の評価額を勘案したうえで2025年４月25日(条件決定日)に決定しま

す。 

３. 当社は、普通株式およびカブアンド種類株式の異なる種類の株式について定款に定めています。普通株式

は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。普通株式お

よびカブアンド種類株式はいずれも単元株式数が定められておらず同一ですが、カブアンド種類株式には株

主総会における議決権が付されておりません。これは、カブアンド種類株式が当社の上場前に広く公募され

多くの利用者に保有されることが想定されるなか、上場に向けた準備を含む当社の重要な業務を円滑に執行

するためであります。当社普通株式が上場する場合には、当社は、カブアンド種類株式１株当たり普通株式

１株を対価としてカブアンド種類株式を取得することができます。  

 

摘要(カブアンド種類株式の内容) 

カブアンド種類株式の内容は以下のとおりであります。 

イ 剰余金の配当 

当社は、当社普通株式(以下「普通株式」といいます。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の

配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたカブアンド種類株式を有する株主(以下「カブア

ンド種類株主」といいます。)またはカブアンド種類株式の登録株式質権者(以下カブアンド種類株主とあわ

せて「カブアンド種類株主等」と総称します。)に対し、カブアンド種類株式１株につき、普通株式１株当た

りの配当金と同額の配当を、普通株式を有する株主(以下「普通株主」といいます。)および普通株式の登録

株式質権者(以下普通株主とあわせて「普通株主等」と総称します。)と同順位にて行います。 

ロ 残余財産の分配 

当社は、カブアンド種類株主等に対しては、残余財産の分配を行いません。 

ハ 議決権 

カブアンド種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を有しません。 

ニ 種類株主総会の決議 

(1) 種類株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数をもって行います。 

(2) 会社法第324条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

(3) 当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、カブアンド種類株主を構成員と

する種類株主総会(以下「カブアンド種類株主総会」といいます。)の決議を要しません。ただし、法令

に別段の定めがある場合はこの限りではありません。 

(4) カブアンド種類株式については、会社法第199条第４項、第200条第４項、第238条第４項、第239条第４
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項、第795条第４項および第816条の３第３項の規定によるカブアンド種類株主総会の決議を要しませ

ん。 

ホ 相続人等に対する売渡しの請求 

当社は、相続その他の一般承継によりカブアンド種類株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡す

ことを請求することができます。 

ヘ 会社による普通株式対価の取得条項 

当社は、当社の発行する株式につきいずれかの金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で承認

された場合には、取締役会が定める日において、その日に当社が発行するカブアンド種類株式の全部(当社が

保有するカブアンド種類株式を除きます。)を取得し、カブアンド種類株式１株を取得するのと引換えに、カ

ブアンド種類株主に対して、普通株式１株を交付することができます。ただし、この場合の取得の対価は、

株式の分割または併合等があった場合はこれに応じて調整します。 

ト 会社による無償の取得条項 

当社は、カブアンド種類株主が反社会的勢力に該当する場合(注)で、かつ取締役会の承認がなされた場合に

は、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式を無償で取得することができます。 

(注) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに

準ずる者をいいます。 

カブアンド種類株主が反社会的勢力に該当するか否かは、当該株主に関する情報(氏名・住所・生年月

日)とデータベースとの照合により確認し、本募集に係る割当て時点に加え、月毎、四半期毎等の一定期

間毎に当該確認を実施する予定です。 

チ 会社による金銭対価の取得条項 

(1) 当社は、当社がカブアンド種類株主を当社のサービスの会員から強制的に退会させる場合で、かつ取締

役会の承認がなされた場合には、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式を、１株につ

き、カブアンド種類株式１株あたりの払込金額相当額で取得することができます。ただし、この場合の

取得の対価は、株式の分割または併合等があった場合はこれに応じて調整します。 

(2) 当社は、当社がカブアンド種類株主に対してする通知または催告に対し、６か月以上返答がない場合

で、かつ取締役会の承認がなされた場合には、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式

を、１株につき、カブアンド種類株式１株あたりの払込金額相当額で取得することができます。ただ

し、この場合の取得の対価は、株式の分割または併合等があった場合はこれに応じて調整します。 

リ 全部取得条項 

当社は、株主総会の特別決議により、カブアンド種類株式の全部を取得することができます。この場合の取

得の対価は、当該決議時の当社の財務状況を踏まえて株主総会において定めるものとします。 

ヌ 株式の併合、分割または募集株式の割当てを受ける権利等 

(1) 当社は、株式の併合または分割を行うときは、普通株式およびカブアンド種類株式の種類ごとに同時に

同一割合で行います。 

(2) 当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合

に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、カ

ブアンド種類株主にはカブアンド種類株式またはカブアンド種類株式を目的とする新株予約権の割当て

を受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与えます。 

(3) 当社は、株主に株式または新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主

には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、カブアンド種類株主にはカブア

ンド種類株式またはカブアンド種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一

割合で行います。 

(4) 当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限ります。)をするときは、普通株主等には普通株式に

代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、カブアンド種類株主等には

カブアンド種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社のカブアンド種類株式と同種の株

式を、それぞれ同一割合で交付します。 

ル 自己のカブアンド種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 
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(1) 当社は、株主総会の決議により特定のカブアンド種類株主からカブアンド種類株式の全部または一部を

取得することができます。 

(2) 上記(1)の場合、当社は、他のカブアンド種類株主に対して、会社法第160条第２項に定める通知をする

ことを要せず、また、他のカブアンド種類株主は、上記(1)の特定のカブアンド種類株主に自己を加えた

ものを株主総会の議案とすることを請求することができません。 

ヲ 譲渡制限 

カブアンド種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければなりません。 

ワ 非上場 

カブアンド種類株式は、金融商品取引所において上場の予定はありませんが、上記ヘに記載のとおり、当社

の発行する株式につき金融商品取引所への上場申請を行うことが取締役会で承認された場合、当社は、カブ

アンド種類株式を議決権のある当社普通株式に転換することができます。 
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２【株式募集の方法及び条件】 

(1)【募集の方法】 

 

区分 発行数 
発行価額の総額 

(円) 
資本組入額の総額 

(円) 

募集株式のうち株主割当 ― ― ― 

募集株式のうちその他の者に
対する割当 

― ― ― 

募集株式のうち一般募集 600,000,000株 3,000,000,000 1,500,000,000 

発起人の引受株式 ― ― ― 

計(総発行株式) 600,000,000株 3,000,000,000 1,500,000,000 

(注) １. 当社の自己募集によります。 

２. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、2024年10月31日現在における見込額であります。 

３. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、本株主総会の決議に基づき、2025年４月25日

(条件決定日)に決定される予定の発行価格を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額でありま

す。 

 

(2)【募集の条件】 

 

発行価格 
(円) 

資本組入額 
(円) 

申込株数単位 申込期間 
申込証拠金 

(円) 
払込期日 

５ 
(注)１ 

2.5 
(注)１ 

１株 
自 2025年５月２日 
至 2025年５月23日 

― 
(注)３ 

2025年 
６月20日 

(注) １. 発行価格および資本組入額は、2024年10月７日現在における、本評価機関によるカブアンド種類株式の評価

額を基準として算出した見込額であります。発行価格および資本組入額は、2025年４月25日(条件決定日)

に、その時点における本評価機関によるカブアンド種類株式の評価額を勘案したうえで決定されます。 

２. 申込みの方法は、申込期間内に当社のウェブサイトを通じた電磁的方法により行うものとし、かつ本件前払

式支払手段(下記(注)３．に定義します。)を使用して行うものとします。 

３. 申込証拠金はありませんが、申込期間において、当社の提供するウェブサイトを通じて、当社が一定の条件

の下で付与する株引換券(申込み時点で付与予定の株引換券を含みます。)を用いて申込みを行う必要があり

ます。申込期間の終了後、割当通知に対応する株引換券が第三者の前払式支払手段発行業者(以下「本件前

払式支払手段発行者」といいます。)が発行する前払式支払手段(以下「本件前払式支払手段」といいま

す。)に交換され、当該本件前払式支払手段が当社に支払われます。申込株式数が割当株式数を上回った場

合、申込みの先着順によりまたは申込株式数に応じて発行数を按分して割り当てるものとし(ただし、按分

して割り当てる場合は割り当てる株式の数は１株を下回らないよう調整するものとします。)、当該上回っ

た分に対応する株引換券は利用者等(以下に定義します。)に返還されます。当該返還された株引換券は、今

後行われる予定である次回以降のカブアンド種類株式の募集の申込みにおいてまたは割引券として使用可能

となります。なお、株引換券の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 本募集の目

的および背景」をご参照ください。  

４. 払込期日は、会社法上の払込期日です。本件前払式支払手段が払込期日までに交換されない場合には、有効

な申込みとして取り扱われない場合があります。  

５. 株式受渡日は、2025年６月20日であります。 

６. 後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 本募集の目的および背景」に記載のとおり、当社は当社のサ

ービスを利用した利用者等に対して株引換券を付与し、利用者等は付与された株引換券を最終的にカブアン

ド種類株式に交換します。 
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(3)【申込取扱場所】 

 

店名 所在地 

株式会社カブ＆ピース 本店 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 

(注) 当社のウェブサイトを通じた電磁的方法による申込みのみを取り扱うものとします。 

 

(4)【払込取扱場所】 

 

店名 所在地 

株式会社みずほ銀行 千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見二丁目５番12号 

(注) １. 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

２. カブアンド種類株式の払込みに際しては、本件前払式支払手段発行者が株引換券との交換により発行する本

件前払式支払手段を使用して払い込む必要があります。本件前払式支払手段発行者は、当該払込みの対象と

なった本件前払式支払手段に相当する金銭を当社に払い込みます。 

３. 上記(注)２．記載の払込みの方法以外の方法による払込みは受け付けません。 

 

３【株式の引受け】 

自己で募集するため、引受人は存在しません。 

 

４【新規発行による手取金の使途】 

(1)【新規発行による手取金の額】 

 

払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円) 

3,000,000,000 34,000,000 2,966,000,000 

(注) １. 払込金額の総額は、2024年10月７日現在における、本評価機関によるカブアンド種類株式の評価額を基準と

して算出した見込額であります。 

２. 発行諸費用の概算額には、有価証券届出書等の書類作成費用等が含まれており、消費税等は含まれておりま

せん。 

  

(2)【手取金の使途】 

カブアンド種類株式は、当社のサービスを利用する際やその他の機会(キャンペーンへの参加、アンケートへの

回答および商品の購入等)に当社が申込者に付与した株引換券に対応して発行するものであり、当該発行は資金調

達を目的とするものではありませんので、該当事項はありません。カブアンド種類株式の募集を通じて利用者およ

びその他の機会に株引換券を取得した者(以下「利用者等」と総称します。)が株引換券をカブアンド種類株式に交

換する仕組みについては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 本募集の目的および背景」をご参照くだ

さい。 
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第２【売出要項】 

該当事項はありません。 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

１ 本募集の目的および背景 

当社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させる

ことをミッションに掲げています。 

展開する事業は、生活インフラ関連事業で、電気やガスなど、多くの国民に関与するサービスを提供します。 

また、これらのサービスの利用者に、サービス利用の対価として、当社の株式を保有してもらう仕組みを同時に提

供することで、当社ミッションの「国民総株主」を早期に実現させることを目指します。 

本募集は以下に記載の仕組みにより当社のサービスを利用する際やその他の機会(キャンペーンへの参加、アンケー

トへの回答および商品の購入等)に付与される「株引換券」をカブアンド種類株式と交換することを目的としたもので

あり、今後も同様の機会を定期的に提供することで、当社サービスの利用者等に幅広く当社の株主となっていただく

ことを企図しております。そのため、当社は、今後も継続してカブアンド種類株式の募集を行う予定です。なお、当

社の発行する株式につき金融商品取引所への上場申請を行うことが取締役会で承認された場合、当社は、カブアンド

種類株式を議決権のある当社普通株式に転換することができます。カブアンド種類株式が当社普通株式に転換されて

当社普通株式が上場した場合、本募集に応じてカブアンド種類株式を取得した者は、上場株式である当社普通株式を

保有することとなります。 

利用者が「株引換券」をカブアンド種類株式と交換する仕組みは以下のとおりであります。 

 

① 当社は、当社のサービスを利用した利用者等に対し、サービスの利用金額などに応じて、予め当社所定の利用規

約(以下「利用規約」といいます。)および当社ウェブサイト

([URL]https://kabuand.com/documents/kabuhikikaeken-information.pdf)で公表する「株引換券と割引券に関す

る説明事項」(なお、2025年４月１日時点の付与率は以下の表に記載のとおりです。)において定めた方法および

付与率により計算した数の「株引換券」を付与します。また、利用者は「KABU&プラス会員」となることで、通常

の会員の２倍の株引換券が付与されます。「株引換券」は、当社との関係で１枚につき１円として扱われます。

なお、当社のサービスに対する申込みが殺到する等の事情がある場合、サービスの申込みの受付を一時的に中断

する可能性があります。また、当社のサービスの利用に応じて付与された「株引換券」は、当社のサービスを利

用する際に使用可能な「割引券」へと交換可能ですが、その場合は当該交換後の「割引券」を再び「株引換券」

へと交換することはできません。 

 

(表) 

l 各サービスにおけるご利用料金のうち、次に掲げる付与対象料金(税込)に付与率を乗じた枚数の株引換券を付

与します。小数点以下の端数は切捨てとなります。 

2 株引換券の付与は、原則として、各サービスの利用にあたり、利用者が選択した方法による決済が完了後、当
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社が確認次第、行われます。口座振替の場合、数日かかる場合がございます。ただし、各サービスに付随する

キャンペーン等については、株引換券の付与時期が異なる場合があります。また、KABU&カード利用による株

引換券の付与は、カード利用の締め日の翌月11日以降、当社が決済データを確認次第行われます。 

 

サービス 
付与率 

付与対象料金 
通常会員 プラス会員 

KABU&でんき １％ ２％ 基本料金または最低料金 

電力量料金(燃料費調整額を含む) 

KABU&ガス １％ ２％ 基本料金 

従量料金 

KABU&モバイル 10％ 20％ 基本料金(３GB) 

基本料金(５GB) 

基本料金(10GB) 

基本料金(20GB) 

基本料金(50GB) 

通話定額オプション(５分) 

通話定額オプション(10分) 

通話定額オプション(無制限) 

追加データ購入(１GB) 

KABU&ひかり ５％ 10％ KABU&ひかり マンション 

KABU&ひかり ファミリー 

KABU&ひかり10ギガ マンション 

KABU&ひかり10ギガ ファミリー 

KABU&ウォーター ５％ 10％ スリムサーバーⅢ(ロングタイプ) ずっと
PREMIUMプラン 天然水 

スリムサーバーⅢ(ロングタイプ) もっと
PREMIUMプラン 天然水 
スリムサーバーⅢ(ショートタイプ) ずっ
とPREMIUMプラン 天然水 
スリムサーバーⅢ(ショートタイプ) もっ
とPREMIUMプラン 天然水 
amadanaスタンダードサーバー ずっと
PREMIUMプラン 天然水 
amadanaスタンダードサーバー もっと
PREMIUMプラン 天然水 
amadanaグランデサーバー ずっとPREMIUM
プラン 天然水 
amadanaグランデサーバー ずっとPREMIUM
プラン レンタル代 
amadanaグランデサーバー もっとPREMIUM
プラン 天然水 
famfit もっとPREMIUMプラン 天然水 

litta(リッタ) 

Slim-R(スリムアール)L型 ロングタイプ 
Slim-R(スリムアール)S型 ショートタイプ 
プレミアム安心サポート 

KABU&ふるさと納税 １％ 
※一定の条件下

で１％加算 

２％ 
※一定の条件下

で１％加算 

寄付額 

KABU&カード 0.5％ １％(注)１ 
0.5％(注)２ 

カード利用額 

(金融サービス等における利用料金(キャッ

シング利用料金・分割払い手数料など)お

よび一部のショッピング利用料金(各種チ

ャージ料金・募金など)は付与対象外) 

(注) １. 当社のサービスの支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率です。ただし、KABU&プラスの利
用料金をKABU&カードで決済した場合の付与率については、１％でなく0.5％です。 

２. 当社のサービス以外の支払金額をKABU&カードで決済した場合の付与率です。 
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② 株引換券を有する利用者等は、当社の提供するウェブサイトを通じて、付与された「株引換券」(申込み時点で付

与予定の「株引換券」を含みます。)を用いて、本募集におけるカブアンド種類株式の申込みを行います。申込期

間の終了後、カブアンド種類株式の割当通知が利用者等に行われ、「株引換券」を本件前払式支払手段発行者が

発行する本件前払式支払手段へ交換します。 

③ その後、本件前払式支払手段が当社に払い込まれ、利用者等は予め利用規約において定めた方法により計算した

数のカブアンド種類株式を株式受渡日に取得します。なお、利用者等がカブアンド種類株主となるにあたって

は、予め当社の定めるカブアンド種類株主規約(仮に当社が上場する場合に、当社がカブアンド種類株主に対しロ

ックアップに関する確約書の提出を要請したときには応じる義務等を含みます。)に同意する必要があります。 

 

２ カブアンド種類株式の買取りについて 

2027年12月31日までに当社の発行する株式がいずれの金融商品取引所にも上場しなかった場合、当社は、当社が指

定する条件及び方法により、本募集でカブアンド種類株式を取得し買取りを希望する者から、カブアンド種類株式に

ついて、会社法その他法令上必要な手続を経て、当社が指定する評価機関により算定される、その時点のカブアンド

種類株式の評価額(以下「評価額」といいます。)による買取りに応じるものとします。ただし、評価額が、カブアン

ド種類株式の払込金額相当額に1.2の割合を乗じた金額(以下「買取上限金額」といいます。)を上回る場合には、買取

上限金額での買取りとします。なお、買取上限金額は買取りに係る価格の上限を示すものであって、評価額が買取上

限金額を下回る場合は、評価額での買取りとなります。 
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第３【第三者割当の場合の特記事項】 

該当事項はありません。 
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第二部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

当社は、2024年２月９日に設立され、2025年１月期は終了していますが、当該決算期に係る経営指標等については

現在精査中であるため、記載しておりません。当該情報については、条件決定日(2025年４月25日予定)付の訂正届出

書において追記する予定です。 

 

２【沿革】 
 

年月 概要 

2024年２月 東京都港区に当社を設立 (資本金250,000,000円) 

2024年11月 
KABU&でんき、KABU&ガス、KABU&モバイル、KABU&ひかり、KABU&ウォーターおよび
KABU&ふるさと納税の６つのサービスの提供を開始 

2025年２月 KABU&カードのサービスの事前予約の受付を開始 
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３【事業の内容】 

当社は、電気、ガス、モバイル、インターネット回線、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカード等

の生活インフラに関連するサービスの管理・運営を行う生活インフラ関連事業を展開しております。各事業の概要は

以下のとおりです。なお、これらに加え、他の事業についても実現可能性を含めて現在幅広く検討しております。 

(1) 電気事業(サービス名：KABU&でんき) 

電気事業は、パートナー企業と連携し、全国エリア(沖縄電力エリア全域および離島を除く)の利用者に電気を

供給するサービスを行っております。当社は、サービスの紹介、小売契約の代理締結・請求等の取次業務および

問い合わせ対応等のカスタマーサポートを提供しております。電気の供給等は専門の小売事業者であるパートナ

ー企業が実施しております。 

 

(2) ガス事業(サービス名：KABU&ガス) 

ガス事業は、パートナー企業と連携し、東京ガスエリア、大阪ガスエリア、東邦ガスエリア、西部ガスエリア

の利用者にガスを供給するサービスを行っております。当社は、サービスの紹介、代理締結(エリアによっては小

売契約の締結)・請求等の業務および問い合わせ対応等のカスタマーサポートを提供しております。ガスの供給等

は専門の小売事業者であるパートナー企業が実施しております。 

 

(3) モバイル事業(サービス名：KABU&モバイル) 

モバイル事業は、パートナー企業と連携し、当社はMVNO事業者(Mobile Virtual Network Operator(仮想移動体

通信事業者))として、利用者へ携帯電話のモバイル回線の提供、契約・開通・請求等の手続業務および問い合わ

せ対応等のカスタマーサポートを行います。 

 

(4) インターネット回線事業(サービス名：KABU&ひかり) 

インターネット回線事業は、パートナー企業と連携し、当社はFVNO事業者(Fixed Virtual Network Operator(仮

想固定通信事業者))として、利用者へ固定インターネット回線の提供、契約・開通・請求等の手続業務および問

い合わせ対応等のカスタマーサポートを行います。 

 

(5) ウォーターサーバー事業(サービス名：KABU&ウォーター) 

ウォーターサーバー事業は、パートナー企業と連携し、全国エリア(沖縄県および一部地域を除く)の利用者へ

宅配水用ウォーターサーバーや浄水型ウォーターサーバーを提供しております。サービスはパートナー企業が提

供する一方で、当社は利用者からの申込の取次と代金回収を実施しております。 

 

(6) ふるさと納税事業(サービス名：KABU&ふるさと納税) 

ふるさと納税事業は、パートナー企業と連携し、パートナー企業から自治体の返礼品情報を取得したうえで、

当社ウェブサイトにおいて返礼品の紹介、寄付申込の受付・決済、寄付金控除申請受付業務および問い合わせ対

応等のカスタマーサポートを行います。 

 

(7) クレジットカード事業(サービス名：KABU&カード) 

クレジットカード事業は、パートナー企業と連携し、個人顧客を対象としたクレジットカード「KABU&カード」

を発行し、カードショッピングサービス、キャッシングサービス等をカード会員向けに提供します。「KABU&カー

ド」は、パートナー企業を発行会社とする提携カードであり、当社は利用者の申込受付業務を行います。 
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(事業系統図)  

 

 

４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 
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５【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

2024年９月30日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

40 38.0 0.3 10,219 

(注) １．従業員数は就業人員数(当社から他社への出向者を含んでおります。)です。なお、臨時雇用者数について

は、臨時雇用者が存在しないため、記載しておりません。 

２．当社は、生活インフラ関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりませ

ん。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異 

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定による公表義務の対象では

ないため、記載を省略しております。 
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第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 会社の経営の基本方針および戦略 

当社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させ

ることをミッションに掲げています。 

展開する事業は、生活インフラ関連事業で、電気やガスなど、多くの国民に関与するサービスを提供します。ま

た、これらのサービスの利用者に、サービス利用の対価として、当社の株式を保有してもらう仕組みを同時に提供

することで、当社ミッションの「国民総株主」を早期に実現させることを目指します。 

なお、提供する生活インフラサービスの事業領域にはすでに多くの競合他社が存在しており、その中において、

サービス利用の対価として当社の株式を利用者に簡単に取得していただく仕組みが、他社との差別化や競争優位性

に繋がるものと考えております。 

 

(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な経営指標等 

当社は、上記の「(1) 会社の経営の基本方針」の通り、「国民総株主」を早期に達成する観点から、利用者数を

重要な指標と捉えております。また将来にわたって利用者へ株式で還元する仕組みを継続できるよう、また持続可

能な経営を行うことを目指す観点から、売上高および営業利益を重視しております。 

 

(3) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題 

当社は生活インフラ関連サービスの提供をしております。今後のさらなる事業拡大および企業価値の向上を持続

するため、以下を課題として認識し、取り組んでまいります。 

① 当社のビジョンについての認知の拡大 

当社の最大の特徴は、前記「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 本募集の目的および

背景」に記載のとおり、利用者が当社のサービスを利用することに伴い、当社の株式を容易に取得でき、当社が

成長した場合に利益が利用者に還元されるという構造にあり、その構造こそが当社の強みであると認識しており

ます。そのため、当社のビジョンや株式取得の仕組みをより多くの利用者に認知していただけるよう努めてまい

ります。 

 

② 新規利用者の獲得と利用者エンゲージメントの強化 

当社の持続的な成長のためには、当社のサービスの知名度を向上させ、新規利用者を継続的に獲得し、利用者

数を拡大していくことが必要であると認識しております。そのため、積極的な広告宣伝活動およびサービス間の

誘導施策を継続的に行ってまいります。 

また、既存利用者に株主としての様々な体験を提供することで、エンゲージメントをより強化し、長期的に当

社のサービスを利用していただけるよう努めてまいります。 

 

③ 提供サービス領域の拡大 

当社が継続的な成長を実現するための戦略として、提供するサービスを拡充することが重要と考えております。

多数のサービスを提供することで、利用者の株引換券を獲得できる機会が増え、利用者がより多くの株式を取得

し、結果として利用者のエンゲージメントが高まることで、当社の安定的な成長を図ることができると考えてお

ります。 

 

④ 開発体制の強化 

当社の事業はウェブ上で運営されていることから、システムを安定的に稼働させ、問題の発生時には迅速な解

決が求められると認識しております。最適な状態で利用者にサービスを提供するために、システムを安定的に稼

働させるための技術の開発および人員確保等に努めてまいります。 
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⑤ 優秀な人材の育成と確保 

当社の今後のさらなる成長のためには、社員全員が企業理念や経営方針を深く理解し、体現していくことが必

要不可欠であると認識しております。そのため、教育体制の整備を図り、社員全員の意識と能力の底上げを進め

るとともに、社員が働きやすい環境の構築に努めてまいります。 

また、組織の規模拡大による機動性の低下等を防ぐため、事業展開に応じた組織体制の整備と適切な人員配置

により、業務の効率化と意思決定の機動性確保を図ってまいります。 

 

⑥ 内部管理体制の強化 

当社は、今後もサービス開発を行っていくことで事業の拡大を見込んでおりますが、事業の拡大および継続的

な成長を実現していくためには、内部管理体制のさらなる強化が重要であると認識しております。そのため、適

切な内部統制の構築・運用および管理部門の拡充を行い、より一層の内部管理体制の強化に努めてまいります。 

 

⑦ 情報管理体制の強化 

当社は、重要な個人情報を含む機密情報を保持しており、このような情報の流出や不適切な取り扱いを防止す

べきであると認識しております。そのため、当社は、すでに個人情報を取り扱う業務フローの整備、社内教育等

を実施しておりますが、情報セキュリティの強化等により情報管理体制のさらなる強化を図ってまいります。 

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】 

文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) ガバナンス 

当社では、サステナビリティを巡る課題およびそれに対する施策は、代表取締役社長、取締役および関係従業員

において議論を行っております。また、当社が持続的に成長し続けることができるよう、長期的なサステナビリテ

ィを巡る課題に関する検討も継続して行ってまいります。 

 

(2) リスク管理 

当社のリスクマネジメントについては、コーポレート部門が内部統制基本方針およびコンプライアンス規程に基

づき、リスクマネジメントを統括・推進し、リスクマネジメント体制を整備・運営しています。 

 

(3) 戦略 

「国民総株主」の実現に向け、一人ひとりがお互いを尊重し、プロ意識と主体性を持って挑戦し、仕事を楽しむ

人材の活躍を推進しております。今後は各部門における積極的な人材採用、女性管理職の積極登用、障がい者雇用

の拡充にも注力してまいります。 

 

(4) 指標および目標 

当社は現段階では比較的小規模な組織であることから、重要性も勘案し、採用人数や特定の属性の管理職比率等

を目標とする人的資本に関する具体的な目標値は定めておりませんが、今後、現状把握を行った上で適切な指標の

定義と目標設定を行い、その進捗管理に努めることで改善に取組んでまいります。 

 
  

─ 17 ─



３【事業等のリスク】 

当社の事業展開その他に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

うなものがあります。 

当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針

であります。 

なお、以下のリスク項目は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅したものではありません。 

また、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 事業運営に係るリスクについて 

当社の生活インフラ関連事業は、利用者の生活を支える様々なサービスを提供しております。 

① 生活インフラ関連事業全般に関するリスク 

イ. パートナー企業との取引に関するリスク 

当社の生活関連インフラ事業は、当社がサービスの一次的な提供事業者(以下「パートナー企業」といいま

す。)のサービスを、利用者へ販売、取次または代理等により提供し、売上または手数料を得るものです。その

ため利用者へのサービス提供は、パートナー企業からの当社の利用者へのサービス提供を前提としています。

当社はパートナー企業との定例会議等を通しコミュニケーションを頻繁に行い十分な連携をはかるとともに、

パートナー企業に何らかの経営上または運営上の問題が発生していないかの定期的なモニタリングを行ってお

りますが、サービス開始後に、契約を締結しているパートナー企業から、何かしらの理由でサービスが提供さ

れなかった場合、利用者へのサービスが提供できず、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、

パートナー企業との取引に係る経済条件について、当社にとって不利になるような変更があった場合、当社の

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

ロ. システム利用に関するリスク 

当社のサービスはウェブ上で申込み手続等を行うため、事業運営において多くの部分をシステムに依存して

おります。システム構築および運営においては万全を期しておりますが、万が一システム障害等が発生した場

合には、当該手続等が利用できなくなり、その結果、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 人材獲得に関するリスク 

当社の事業運営には様々な職能の人材が必要でありますが、想定通りに人材の獲得が進まない可能性がありま

す。また、想定通りに人材の獲得が進まない場合には追加の外部委託等により対応する方針ですが、そのような

対応策も奏功しなかった場合には、事業拡大の遅れが発生し、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 社外への業務委託に関するリスク 

当社のシステム開発等において、業務を社外の開発会社等に委託しております。社外へ委託を行う際は、当社

所定の審査を行ったうえで、発注後も継続的にモニタリングを行っておりますが、想定した業務が行われなかっ

た場合には、事業開発・運営に遅延や問題が生じる可能性があります。その結果、当社の業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 
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④ 他社の買収等に関するリスク 

当社は、事業展開の必要性に応じて、他社の買収や株式出資を行う可能性があります。当社は、当該投資の実

行に際しては、デューデリジェンスを行う等、あらかじめ必要と判断される確認手続を行いますが、投資先が当

初想定した事業展開がなされなかった場合や、必要十分な手続を行った上でも識別できなかった負債等が後に発

見された場合、当社の財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 法令・コンプライアンスに関するリスク 

当社は、電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法、金融商品取引法などの事業に関する固有の法令はもとよ

り、企業活動に関わる各種法令・規制・制度(環境、公正な競争・取引の透明性、消費者保護、個人情報・ プラ

イバシー保護、労務、知的財産権、租税に関するものを含みますが、これらに限りません。)の規制を受けていま

す。また、事業を営むために必要な許認可等の多くには、さまざまな条件が付されることがあり、その遵守が求

められます。当社(役職員を含みます。)がこれらの法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反の

意図の有無にかかわらず、行政機関から行政指導等を受けたり、取引先から取引契約を解除されたりする可能性

があります。 

当社は、コーポレート部門主導で、各種法令および法令に基づくガイドラインの改正のモニタリングを行うと

ともに、改正がある場合には必要に応じて業務の運用方法の変更などの対策を講じているほか、必要に応じて弁

護士等の外部専門家への相談を行っていますが、すべての違反行為を未然に防ぐことは困難な場合があります。

その結果、当社の信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭

を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社の事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

また、将来、当社の事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度の導入や改正が実施される可能性がありま

す。今後、当社の事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度が導入されるかどうか、および、その導入によ

る当社の事業への影響を正確に予測することは困難ですが、仮に導入された場合には、当社が利用者に提供でき

るサービス・商品および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きるこ

とにより、当社の事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 情報セキュリティに関するリスク 

当社または社外の委託先において、コンピューターウイルスによるサーバー攻撃あるいは関係者の故意または

過失等により当社および利用者に関する情報の漏洩が発生する場合があります。リスクを低減させるための対応

策として、当社はウイルス対策ソフトの導入やソフトウェア更新による脆弱性解消などセキュリティシステムの

強化を実施するともに、社内規程定の整備や社員教育等による情報管理体制の強化を行っておりますが、万が一

情報漏洩が発生した場合、その事後対応や損害賠償負担等により、当社の事業、財政状態および業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 特定人物への依存に関するリスク 

当社の創業者であり、代表取締役社長である前澤友作は、経営方針や事業戦略の決定、マーケティング活動な

ど、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。現在、当社では、同氏に過度に依存しないよ

う、体制の整備、人材の登用および育成を行う等の対応に取り組んでおりますが、何らかの理由により同氏によ

る業務の遂行が困難となった場合、現状においては当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 株式の交換に関するリスク 

当社は、利用者等が当社のサービスを利用することにより獲得した株引換券をカブアンド種類株式に交換でき

ることを前提にサービスを周知しておりますが、法的規制の変更、交換システムの停止等を含む何らかの理由に

よりそのような株引換券のカブアンド種類株式への交換ができなくなった場合(当社のサービスに対する申込みが

殺到する等の事情があるときは、サービスの申込みの受付を一時的に中断する可能性があり、そのような場合に

株引換券の付与が一時的に困難となる場合を含みます。)、当社に対するサービスの注文が減少することにより、

当社の事業、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 
  

─ 19 ─



(2) 株式に関するリスクについて 

① 議決権等に関するリスク 

カブアンド種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。したがっ

て、例えば取締役または監査役の選任、配当の決定、計算書類の承認等の株主総会の議案につき議決権を行使す

ることはできません。 

また、当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合等には、法令に別段の定めがある場合を除き、

カブアンド種類株主総会の決議を要しないこととされており、カブアンド種類株主総会の決議を要する事項が限

定されています。 

以上のとおり、カブアンド種類株主は、株主総会およびカブアンド種類株主総会における議決権行使を通じた

当社の意思決定に参加することが原則としてできません。したがって、当社普通株主または当社の取締役会によ

り、カブアンド種類株主の意向に沿わない意思決定が行われる可能性があります。 

 

② 配当に関するリスク 

カブアンド種類株主等に対しては、普通株主等と同順位で剰余金の配当を支払いますが、剰余金の配当を行う

か否かは株主総会または取締役会の裁量によります。したがって、カブアンド種類株主等に対する剰余金の配当

自体が行われない可能性があります。 

 

③ 残余財産の分配に関するリスク 

当社は、カブアンド種類株主等に対し、残余財産の分配を行いません。したがって、普通株式を対価とするカ

ブアンド種類株式の取得条項に基づいてカブアンド種類株式を当社が取得する前に当社が清算される場合、カブ

アンド種類株主等は残余財産について一切の権利を有しません。 

 

④ カブアンド種類株式の取得に関するリスク 

当社は、(1)当社がカブアンド種類株主を当社のサービスの会員から強制的に退会させる場合や(2)当社がカブ

アンド種類株主に対してする通知または催告に対し、６か月以上返答がない場合であって、かつ取締役会の承認

がなされた場合には、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式を、１株につき、カブアンド種類

株式１株あたりの払込金額相当額で取得することができます(ただし、この場合の取得の対価は、株式の分割また

は併合等があった場合はこれに応じて調整します。)。したがって、あるカブアンド種類株主について当社のサー

ビスの会員から強制的に退会させられたり、メールアドレスや住所変更等の理由により連絡が取れなくなってし

まった場合、当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式を当社が当該カブアンド種類株主の同意な

く取得する可能性があります。 

 

⑤ 流動性に関するリスク 

カブアンド種類株式は金融商品取引所に上場されておりません。また、当社の株式を譲渡する場合には、当社

取締役会の承認が必要です。そのため、カブアンド種類株主は、保有するカブアンド種類株式の譲渡を希望する

場合であっても、当社取締役会が譲渡を承認しないときは、その保有する当社株式を譲渡することができず、カ

ブアンド種類株式を換金することができない可能性があります。 

 

⑥ 上場に関するリスク 

当社は、当社の発行する株式につきいずれかの金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で承認さ

れた場合には、取締役会が定める日において、その日に当社が発行するカブアンド種類株式の全部(当社が保有す

るカブアンド種類株式を除きます。)を取得し、カブアンド種類株式１株を取得するのと引換えに、カブアンド種

類株主に対して、普通株式１株を交付することができます(以下このようなカブアンド種類株式の要項の規定を

「上場時普通株式対価取得条項」といい、普通株式を対価としてカブアンド種類株式を取得することを「カブア

ンド種類株式の転換」といいます。)。もっとも、当社が発行する株式が上場される保証はなく、したがってカブ

アンド種類株式の転換が行われる保証もありません。 

また、上場時普通株式対価取得条項はカブアンド種類株式と普通株式で１株当たりの価値が等しいことを前提

としています。カブアンド種類株式の発行価格は、評価機関による評価額に基づいて定めますが、カブアンド種
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類株式の転換後、普通株式が上場した際に、普通株式の市場価格がカブアンド種類株式の発行価格を上回る保証

もありません。 

 

⑦ 希薄化に関するリスク 

当社は、当社のサービスの利用者等に対して最終的にカブアンド種類株式へと交換ができる株引換券を付与

し、株引換券が最終的にカブアンド種類株式へ交換されることを通して、カブアンド種類株式を随時追加発行す

る予定ですが、かかる追加発行により当社の発行済株式数は増加し、既存の株主の保有する発行済株式総数に対

する持分割合が減少します。その結果、既存の株主は、剰余金の配当が行われる場合の剰余金の金額や、カブア

ンド種類株式および当社が上場する場合に転換される普通株式の１株当たりの価値に悪影響を受ける可能性があ

ります。 

 

⑧ 反社会的勢力等による当社株式の取得に関するリスク 

当社は、当社のサービスの利用者等に対して最終的にカブアンド種類株式へと交換ができる株引換券を付与し

ます。利用者の属性については当社サービスに係る契約締結前において十分に確認する予定ではありますが、反

社会的勢力を含む犯罪集団へ当社のサービスの利用を許してしまった場合、最終的にカブアンド種類株式が反社

会的勢力を含む犯罪集団に保有される可能性は否定できません。当社は、カブアンド種類株主が反社会的勢力に

該当する場合には、取得条項に基づき当該カブアンド種類株主が保有するカブアンド種類株式を無償で取得する

ことができますが、何らかの理由によりカブアンド種類株式を反社会的勢力が保有することとなってしまった場

合、それにより当社の社会的な評価が失墜し当社の経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

⑨ 募集により発行される株式数に関するリスク 

前記「第一部 証券情報 第１ 募集要項」に記載の本募集における発行数は、当社の事業の計画に基づいて

算出した本有価証券届出書提出日時点での見込数であり、当社のサービスの利用者数や需要の状況等により申込

株式数がこれを大幅に下回る可能性があり、その場合、最終的に発行される株式数も減少します。したがって、

申込時点で想定される持株比率よりも実際の持株比率が上昇する可能性があります。 

 

(3) 株式による課税関係のリスクについて 

カブアンド種類株主等に対する配当が行われた場合や、カブアンド種類株式を売却もしくは購入した場合または

金銭もしくは普通株式を対価とする取得条項もしくは全部取得条項が行使された場合、カブアンド種類株主に課税

関係が生じる可能性があります。カブアンド種類株主は、カブアンド種類株式の所有または処分等に関連する課税

関係について、自ら、税務専門家からの助言を求めることが推奨されます。 
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

当社は、2024年２月９日に設立され、2025年１月期は終了していますが、当該決算期に係る経営成績等については

現在精査中であるため、記載しておりません。当該情報については、条件決定日(2025年４月25日予定)付の訂正届出

書において追記する予定です。 

なお、2024年12月８日時点における当社のサービスの会員数は約100万人、全サービス(KABU&でんき、KABU&ガス、

KABU&モバイル、KABU&ひかり、KABU&ウォーターおよびKABU&ふるさと納税)に係るのべ申込数(注)は約35万件となって

おりましたが、2025年３月31日時点における当社のサービスの会員数は約123万人、全サービス(KABU&でんき、KABU&

ガス、KABU&モバイル、KABU&ひかり、KABU&ウォーターおよびKABU&ふるさと納税。ただし、KABU&カードは除きま

す。)に係るのべ申込数(注)は約100万件となっております。 

(注) 申込数とは、各サービスにおいて、利用規約に合意し、当社所定の申込手続を完了させた件数をいいます。 

 

５【経営上の重要な契約等】 

(1) パートナー企業との契約 

 

相手先の名称 
相手先の 

所在地 
契約品目 契約締結日 契約期間 契約内容 

株式会社トラスト

バンク 
日本 ふるさと納税 2024年９月20日 

自 2024年９月20日 

至 2025年９月19日 
業務提携契約 

ミーク株式会社 日本 MVNO 2024年11月５日 
自 2024年11月５日 

至 2025年11月４日 
MVNO契約 

プレミアムウォー

ター株式会社 
日本 

ウォーターサー

バー 
2024年11月18日 

自 2024年11月20日 

至 2025年11月19日 
業務提携契約 

大阪ガス株式会社 日本 電気 2024年11月18日 
自 2024年11月18日 

至 2026年３月31日 

業務委託契約(東京

電力エリア以外。

大阪ガス株式会社

を小売電気事業者

とする代理契約) 

大阪ガス株式会社 日本 電気 2024年11月18日 
自 2024年11月18日 

至 2026年３月31日 

業務委託契約(東京

電力エリア。大阪

ガスを取次業者、

株式会社CDエナジ

ーダイレクトを小

売電気事業者とす

る代理契約) 

大阪ガス株式会社 日本 ガス 2024年11月18日 
自 2024年11月18日 

至 2026年３月31日 

業務委託契約(大阪

ガスエリア。大阪

ガス株式会社をガ

ス小売事業者とす

る代理契約) 

大阪ガス株式会社 日本 ガス 2024年11月18日 
自 2024年11月18日 

至 2026年３月31日 

業務委託契約(東京

ガスエリア。大阪

ガスを取次業者、

株式会社CDエナジ

ーダイレクトをガ

ス小売事業者とす

る代理契約) 

ミツウロコグリー

ンエネルギー株式

会社 

日本 ガス 2024年11月19日 
自 2024年11月20日 

至 2025年11月19日 

取次契約(東邦ガ

ス・西部ガスエリ

ア) 

MXモバイリング株

式会社 
日本 光回線 2024年11月19日 

自 2024年11月19日 

至 2026年３月31日 

光コラボレーショ

ンモデルに関する

契約 

株式会社ジェーシ

ービー 
日本 

クレジット 

カード 
2025年３月28日 

自 2025年３月28日 

至 2026年３月27日 
提携カード契約 
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(2) その他企業との契約 

 

相手先の名称 
相手先の 

所在地 
契約品目 契約締結日 契約期間 契約内容 

トランスコスモス

株式会社 
日本 

カスタマー 

サポート業務 
2024年７月１日 

自 2024年７月１日 

至 2025年６月30日 
業務委託契約 

アクセンチュア 

株式会社 
日本 システム開発 2024年10月７日 －(注) 

業務委託契約 

(準委任) 

(注) 月毎に個別契約を締結 
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(3) 金銭消費貸借契約 

当社は、2025年２月14日付で当社代表取締役社長および当社の株主である前澤友作との間で借入金額７億円(利率

年1.0％、弁済期日2025年９月30日、弁済期日一括返済、無担保)の金銭消費貸借契約を締結し、2025年２月17日付

で借入れを実施しました。 

 

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

該当事項はありません。 

 

２【主要な設備の状況】 

該当事項はありません。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】(2024年９月30日現在) 

該当事項はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式 15,000,000,000 

カブアンド種類株式 15,000,000,000 

計 30,000,000,000 

 

②【発行済株式】 

 

種類 発行数 (株) 
上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名 
内容 

普通株式 3,000,000,000 非上場・非登録 

完全議決権株式であり権利内
容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式でありま
す。 
(注)１,２ 

計 3,000,000,000 ― ― 

(注) １．当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。 

２．当社は単元株制度を採用しておりません。 

 

(2)【新株予約権等の状況】 

①【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

②【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

③【その他の新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
(円) 

資本金残高 
(円) 

資本準備金 
増減額 
(円) 

資本準備金 
残高 
(円) 

2024年２月９日 
(注)１ 

500,000,000 500,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 

2024年８月30日 
(注)２ 

2,500,000,000 3,000,000,000 1,250,000,000 1,500,000,000 1,250,000,000 1,500,000,000 

2025年１月31日 
(注)３ 

― 3,000,000,000 △1,400,000,000 100,000,000 1,400,000,000 2,900,000,000 

(注) １. 当社の設立による出資金の払込みであります。 
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  ２. 有償第三者割当増資によるものであります。 

発行価格   １円 

資本組入額    １株につき0.5円 

３. 2025年１月30日開催の当社臨時株主総会の決議により、資本金の額を1,400,000,000円減少(減資割合

93.3％)し、その減少する資本金の額の全額を資本準備金へ振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円

としております。 

 

(4)【所有者別状況】 

2024年９月30日現在 

区分 

株式の状況 

単元未満 

株式の状況 

(株) 
政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

(人) 
― ― ― 2 ― ― 1 3 ― 

所有株式数 

(株) 
― ― ― 900,000,000 ― ― 2,100,000,000 3,000,000,000 ― 

所有株式数 

の割合(％) 
― ― ― 30.0 ― ― 70.0 100.0 ― 

 

(5)【大株主の状況】 

2025年２月５日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式 
(自己株式を 
除く。)の 

総数に対する 
所有割合(％) 

前澤 友作 千葉県千葉市稲毛区 2,100,000,000 70.0 

株式会社前澤ファンド 東京都港区麻布台一丁目３番１号 600,000,000 20.0 

株式会社グーニーズ 東京都港区麻布台一丁目３番１号 300,000,000 10.0 

計 ― 3,000,000,000 100.0 

 

(6)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

2024年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 

普通株式 

3,000,000,000 

完全議決権株式であり、権利内容に

何ら限定のない当社における標準と

なる株式であります。 3,000,000,000 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 3,000,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,000,000,000 ― 
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②【自己株式等】 

該当事項はありません。 
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２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1)【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

当社は、創業して間もないことから、財務基盤の安定・強化を図り、積極的な成長投資を行うことにより、株主価

値の持続的な向上が可能と考えており、創業以来配当は実施しておりません。 

将来的には、内部留保の充実状況や当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対する利益還元策を実施し

ていく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性およびその実施時期については未定であります。 

なお、当社は、2025年１月30日開催の当社臨時株主総会決議により2025年２月１日付で定款の一部変更を行い、取

締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

 

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 

① 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況およびリスク管理体制の整備の状況 

当社は、2025年１月30日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変

更が決議されたことにより、2025年２月１日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役

会の決議をもって決定しております。また、当社は監査役設置会社であり、監査役が各取締役の職務執行を監査

しております。 

取締役会は、取締役３名(うち社外取締役１名)で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時

必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するとともに、

取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督

しております。 

監査役は、１名選任しており、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有していると判断してお

ります。また、監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役の職務執行状況の報告聴取ならびに本

社および外部委託先における業務および財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施するほか、定期的に開催

される取締役との会議等を通じてコミュニケーションを図ることとしております。 

内部統制システムおよびリスク管理体制につきましては、内部統制基本方針およびコンプライアンス規程に基

づき整備をしておりますが、今後の事業の拡大に合わせ、さらなる充実に向けた取り組みを進めております。 

 

② 取締役の定数 

当社の取締役は３名以上とする旨、定款に定めております。 

 

③ 取締役の選解任決議要件 

当社は、取締役の選任および解任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。 

 

④ 中間配当 
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当社は、株主総会を開催することなく株主への中間配当を行うことが可能となるよう、会社法第454条第５項の

規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年７月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に

定めております。 

 

⑤ 取締役および監査役の責任免除 

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項の行為に関する

取締役(取締役であった者を含みます。)および監査役(監査役であった者を含みます。)の損害賠償責任を、法令

の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行

するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするもの

であります。 

 

⑥ 責任限定契約の内容の概要 

当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除きます。)および監査役との間において、会社法第427条第１項

の規定により、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償最低責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役お

よび監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。 

 

⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役および執行役員であり、保険料は全額当社が負担し

ております。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づく義務違反等を理由に被保険者に対してなされた

損害賠償請求に係る損害賠償金および訴訟費用等が補填されることとなります。なお、被保険者が法令違反の行

為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合は補填の対象とならないなど、一定の免責事由

があります。 

 

⑧ 取締役会の活動状況 

当社は、2025年１月30日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変

更が決議されたことにより、2025年２月１日付で取締役会設置会社に移行したため、2025年１月期において当社

は取締役会を開催しておりません。 

 

⑨ 種類株式において議決権の有無に差異がある理由 

当社は、普通株式およびカブアンド種類株式の異なる種類の株式について定款に定めています。普通株式は、

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。カブアンド種類株式

には株主総会における議決権が付されておりません。これは、カブアンド種類株式が当社の上場前に広く公募さ

れ多くの利用者に保有されることを想定している一方、上場に向けた準備を含む当社の重要な業務を円滑に執行

するためであります。当社普通株式が上場する場合には、当社は、カブアンド種類株式１株当たり普通株式１株

を対価としてカブアンド種類株式を取得することができます。 
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(2)【役員の状況】 

① 役員一覧 

男性４名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％) 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

(株) 

代表取締役 

社長 
前澤 友作 1975年11月22日 

1998年５月 ㈲スタート・トゥデイ(現㈱ZOZO)設立 

同社代表取締役 

2019年９月 ㈱スタートトゥデイ設立 

同社代表取締役 

2020年２月 ㈱前澤ファンド設立 

同社代表取締役 

2024年２月 当社設立 

当社代表取締役社長(現任) 

(注)２ 
3,000,000,000 

(注)４ 

取締役COO 常井 康寛 1983年７月30日 

2008年12月 仰星監査法人入所 

2011年７月 ㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO)入社 

2020年７月 ヘイ㈱(現STORES㈱)入社 

2021年３月 ㈱スタートトゥデイ入社 

2024年２月 当社取締役COO(現任) 

(注)２ ― 

取締役 小野 光治 1957年３月28日 

1979年９月 ㈱ニービープロジェクト入社 

1984年５月 ㈱ズィーカンパニー入社 

1988年３月 ㈱ダイアモンズヘッズ ディレクター 

2011年６月 ㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO) 

社外取締役 

2024年７月 ㈱水色東京設立 

同社代表取締役(現任) 

2025年２月 当社社外取締役(現任) 
 

(注)２ ― 

監査役 吉村 耕太郎 1976年５月２日 

2000年４月 NTTコミュニケーションズ㈱入社 

2006年２月 ヤフー㈱入社 

2019年４月 ㈱ディーカレット入社 

2020年12月 ㈱ARIGATOBANK入社 

2024年５月 エクイティファンディング㈱監査役(現

任) 

2024年７月 当社監査役(現任) 
 

(注)３ ― 

計 3,000,000,000 

(注) １．取締役小野光治は、社外取締役であります。 

２．取締役の任期は、2024年２月９日(取締役小野光治については2025年２月１日)就任後、2024年２月９日の後

10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

３．監査役の任期は、2024年７月１日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までであります。 

４．代表取締役社長前澤友作の所有株式数には、同氏が実質的に所有する株式会社前澤ファンドおよび株式会社

グーニーズが保有する株式数も含んでおります。 

 

② 社外役員の状況 

当社は、社外取締役１名を選任しており、社外監査役は選任しておりません。 

社外取締役の小野光治氏は、株式会社水色東京の代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係、資本的

関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2024年６月まで株式会社ZOZOの取締役でした

が、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

 

(3)【監査の状況】 

① 監査役監査の状況 

当社は、監査役設置会社であり、吉村耕太郎１名が就任しております。監査役は予め定められた監査の方針等

に従い、取締役の業務執行を監査しております。 

 

② 内部監査の状況 

当社に内部監査部門はありません。 

 

③ 会計監査の状況 
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当社は会計監査人を設置しておりません。 

 

(4)【役員の報酬等】 

当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。 

 

(5)【株式の保有状況】 

当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。 
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第５【経理の状況】 

2025年１月期の上半期に係る経営成績の概要について、当社は2024年11月より生活インフラ関連事業のサービス

をリリースしているため、上半期末である2024年７月末においては、当該サービス提供に係る売上高は計上されて

おらず、売上高は０円、営業外収益は97,628,100円です。2025年１月期に係る経営成績等については現在精査中で

す。  
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第６【提出会社の株式事務の概要】 

 

事業年度 ２月１日から１月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内 

基準日 毎年１月31日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年１月31日、毎年７月31日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え  

  取扱場所 
株式会社カブ＆ピース 
東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 

  株主名簿管理人 ― 

  取次所 ― 

  名義書換手数料 ― 

  新券交付手数料 ― 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 ― 

  株主名簿管理人 ― 

  取次所 ― 

  買取手数料 ― 

公告掲載方法 当社の公告方法は日刊工業新聞としております。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
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第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

２【その他の参考情報】 

該当事項はありません。 
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第三部 【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

該当事項はありません。 

 

第２【保証会社以外の会社の情報】 

該当事項はありません。 

 

第３【指数等の情報】 

該当事項はありません。 
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監査報告書 

 

第１期の事業年度は2024年２月９日から2025年１月31日までとなっておりますが、現時点で当社の監査報告書は作成

されておりません。 
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